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令和 4 年（2022 年）1 月 13 日

厚 生 委 員 会 資 料

健康福祉部保健予防課

予防接種に関する今後の取り組みについて

１ ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチン積極的勧奨再開に向けた対応

(1)ＨＰＶワクチンに関する経緯

子宮頸がんの主な原因とされているヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染

を予防するワクチンであり、３回の接種が必要である（完了までに６ヶ月程度要

する）。

・平成２２年１１月２６日～平成２５年３月３１日

国の示す「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」として、区は平成２３・

２４年度に、1回の接種につき８,０００円の助成とした事業を実施。

(２年間の助成実績 ８,５８０件)

・平成２５年４月１日

定期予防接種（Ａ類疾病）となるも、接種後に疼痛等の多様な症状が出現す

る事例が報告され、６月１４日に国から「国民に適切な情報提供ができるま

での間、定期接種の積極的勧奨を差し控えること。」との通知が出された。

・令和２年１０月９日

厚生科学審議会での議論を踏まえ「積極的勧奨の差し控えは継続するが、対

象者及び保護者へ個別通知による情報提供を実施すること。」との通知が発出。

これに基づき、区はＤＴ２期予防接種対象者（１１歳）及び令和３年度高校

１年相当の女子に案内文を個別送付した。

・令和３年１１月２６日

厚生科学審議会 副反応部会での議論を踏まえ「ＨＰＶワクチンの安全性に

特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らか

に上回ることが認められたことから、積極的勧奨を再開すること。」との通知。

また、１２月２３日に厚生科学審議会 予防接種・ワクチン検討部会にて、積

極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への接種（以下、キャッチアッ

プ接種と呼ぶ）の方向性に係る事務局案が議論され、了承された。

(2)積極的勧奨再開に向けた区の対応

令和３年１１月に示された通知では、「実施時期は令和４年４月からとし、準備

が整った市町村（特別区含む）は前倒し実施も可能」とされている。
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区としては、定期接種対象者全員（すでに予診票交付済の方は除く）を対象と

して、積極的勧奨を下記のスケジュールで実施。

① 対象と予定人数（令和３年１２月時点の住民登録者数）

② 積極的勧奨の予定時期

ア １６歳になる女子（高校１年相当）………令和４年３月

定期接種の対象となる期間が約１年間と短いため、少しでも早く接種が開

始できるよう、前倒しで勧奨する。

イ その他の女子（小学６年～中学３年）……令和４年４月

③ 個別通知の内容

予診票、説明書、予防接種実施医療機関一覧、リーフレット（厚生労働省作成）

④ 周知方法

区報、区ホームページ、医療機関ポスター掲示 他

(3)キャッチアップ接種について

今後、国から正式な通知が示され次第、個別勧奨等の対応を行っていく予定。

① 想定される対象と予定人数（令和３年１２月時点の住民登録者数）

平成９年度生まれ～平成１７年度生まれの９学年

（令和４年度の年齢:１７歳（高校２年相当）～２５歳）： １３，４１４人

② 対象期間

３年間（令和４年４月～令和７年３月）

(4)相談支援体制の確保

接種後になんらかの症状が現れた際に、適切に相談や診療などの対応が行われ

るよう、区医師会及び医療機関と連携し、相談支援体制を確保する。

令和４年度における年齢 令和４年度における学年 対象者（女子のみ）

１２歳 小学６年 ８９６人

１３歳 中学１年 ９０８人

１４歳 中学２年 ８２６人

１５歳 中学３年 ８６２人

１６歳 高校１年相当 ８５４人

合 計 ４，３４６人
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２ 風しんの追加的対策（緊急風しん抗体検査等事業）の延長

(1)風しん対策に関する経緯

平成３０年夏以降、風しんが成人層で流行している状況を受け、過去に公的な

予防接種を受ける機会がなかった世代の男性を対象とし、抗体検査と予防接種法

に基づく定期接種（風しん第５期）が実施されることとなった。

一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う様々な影響により、これら

対象世代の抗体保有率を９０％まで引き上げるという目標に到達していないこ

とから、令和３年１２月１７日、国の方針として、この対策を３年間延長するこ

とが決定された。

(2)追加的対策延長に係る区の対応

区としては対象者へ通知すると共に、クーポン券の交付・再交付について、窓

口・郵便・電子申請に加え、電話での申請も可能として利便性を図ることとする。

① 通知の内容

クーポン券の有効期限延長についてと、紛失等のため再交付を希望する場合

の手続きの方法等について

② 周知方法

対象者へのはがき送付、区報、区ホームページ等

参考１：これまで定期接種（風しん第５期）への対応状況

① クーポン配布状況

ア 昭和３７年度～４６年度生まれの男性

１回目：令和２年４月 ２回目：令和３年６月

イ 昭和４７年度～５３年度生まれの男性

１回目：令和元年４月 ２回目：令和２年４月

② 実績（令和３年１２月時点）

・対象者 ４３，９６３人

・抗体検査 ８，３７０人（１９．０％）

・予防接種 １，６３９人（ ３．７％）

参考２：区独自事業「風しんワクチン接種支援事業」（都補助事業）について

区は、平成２５年３月１８日から任意接種として「風しんワクチン接種支援事

業」を実施している。対象者は、１９歳以上で妊娠を予定または希望している者

およびその同居者(男女不問)、３０歳～５９歳の男性（同居不問）としている。

男性における実績（令和２年度まで）※ 追加的対策対象者も含まれる可能性

・抗体検査５，９２６人

・予防接種２，３７０人
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３ 骨髄移植等による予防接種の免疫消失者に対する再接種費用助成事業（新規）について

(1)事業の概要

骨髄移植等の治療により定期予防接種の免疫が消失したため、再接種が必要と

医師に判断された区民に対し、再接種に必要な費用を助成する。

これをもって、区民の経済的負担の軽減及び感染症のまん延防止を図る。

(2)対象者

①と②のいずれにも該当する方

① 再接種を行う日時点で、２０歳未満の区民

② 骨髄移植等の治療により定期予防接種の免疫が消失したため、再接種が

必要と医師に判断された方

(3)助成対象の予防接種

予防接種法（Ａ類疾病）に定められている予防接種のうち、医師が必要と認め

たもの。

(4)助成額

再接種にかかった実費

ただし、区が定期予防接種実施医療機関と契約している委託単価を上限とする。

(5)助成方法

① 対象者（保護者）は、予防接種を受ける前に区に主治医の意見書及び申請書を

提出し、区の決定を受ける。

② 対象者は、接種後に必要書類を添えて再接種費用の助成申請を行う。

③ 区は、申請内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は振り込みの手続き

を行う。

(6)実施開始予定時期

令和４年４月１日

(7)周知方法

区報、区ホームページ、区医師会への周知、小児慢性特定疾病医療費助成制度

申請窓口等でのチラシ配布 等

(8)健康被害が発生した場合の救済措置について

再接種は任意接種の扱いとなり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による

「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となる。


